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○
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
七
号

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴

い
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整

理
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
七
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の

整
理
等
に
関
す
る
省
令

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
自
主
検
査
指
針
の
公
表
）

（
自
主
検
査
指
針
の
公
表
）

第
二
十
九
条
の
四

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定

第
二
十
九
条
の
四

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
自
主
検
査
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
よ
る
自
主
検
査
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
自
主
検
査
）

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
三
十
五
条
の
三

（
略
）

第
百
三
十
五
条
の
三

（
略
）

２

動
力
プ
レ
ス
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

２

動
力
プ
レ
ス
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

資
格
を
有
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

資
格
を
有
す
る
労
働
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
特
定
自
主
検
査
）

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
特
定
自
主
検
査
は
、
第

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
特
定
自
主
検
査
は
、
第

百
五
十
一
条
の
二
十
一
に
規
定
す
る
自
主
検
査
と
す
る
。

百
五
十
一
条
の
二
十
一
に
規
定
す
る
自
主
検
査
と
す
る
。

２

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

２

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す

め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と

る
。

す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を

修
了
し
た
も
の

修
了
し
た
も
の

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若

し
く
は
整
備
の
業
務
に
二
年
以
上
従
事
し
、
又
は
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の

し
く
は
整
備
の
業
務
に
二
年
以
上
従
事
し
、
又
は
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の

設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も

設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も

の

の

ロ

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
工
学

ロ

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
工
学

に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点

に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
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検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
四
年
以
上
従
事
し
、
又
は
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
四
年
以
上
従
事
し
、
又
は
フ
オ
ー
ク
リ
フ

ト
の
設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
七
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す

ト
の
設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
七
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
も
の

る
も
の

ハ

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
七
年
以
上
従
事

ハ

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
七
年
以
上
従
事

し
、
又
は
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
十
年
以

し
、
又
は
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
十
年
以

上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ニ

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
運
転
の
業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有

ニ

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
運
転
の
業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
者

す
る
者

二

（
略
）

二

（
略
）

３

事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
道
路
運
送
車
両
法

３

事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
（
道
路
運
送
車
両
法

第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項

第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項

の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分

の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分

に
つ
い
て
は
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な

に
つ
い
て
は
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な

い
。

い
。

４

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場

４

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場

合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を

合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を

実
施
し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

実
施
し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

５

事
業
者
は
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当

５

事
業
者
は
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当

該
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月

該
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

（
特
定
自
主
検
査
）

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
六

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
六

（
略
）

２

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
法

２

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
法

第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ

第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二

第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
不
整
地
運
搬
車
」
と
読

項
第
一
号
中
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
不
整
地
運
搬
車
」
と

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）
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（
特
定
自
主
検
査
）

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
六
十
九
条
の
二

（
略
）

第
百
六
十
九
条
の
二

（
略
）

２

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

２

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四

令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四

十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て

十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ
い

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
車
両
系

一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
車
両

建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ

系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲

る
も
の
」
と
、
同
号
ニ
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
車
両
系
建

げ
る
も
の
」
と
、
同
号
ニ
中
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
車
両
系

設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の

建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

３

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生

令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
オ
ー
ク
リ

ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲

フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号
に

げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

４

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生

令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
オ
ー
ク
リ

ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲

フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
四
号
に

げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

５

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

令
別
表
第
七
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生

令
別
表
第
七
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
オ
ー
ク
リ

ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
五
号
に
掲

フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
五
号
に

げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
～
８

（
略
）

６
～
８

（
略
）
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（
特
定
自
主
検
査
）

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
六

（
略
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
六

（
略
）

２

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
高
所
作
業
車
に
係
る
法
第

２

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
高
所
作
業
車
に
係
る
法
第

四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い

四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項

一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
高
所
作
業
車
」
と
読
み
替

第
一
号
中
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
高
所
作
業
車
」
と
読
み

え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

附

則

附

則

（
労
働
安
全
衛
生
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格

（
労
働
安
全
衛
生
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格

を
有
す
る
も
の
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

を
有
す
る
労
働
者
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
二
十
五
条
の
三

（
略
）

第
二
十
五
条
の
三

（
略
）
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（
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
基
準
）

（
登
録
の
基
準
）

第
十
九
条
の
十
五

法
第
五
十
四
条
の
三
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
十
九
条
の
十
五

法
第
五
十
四
条
の
三
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す

一

法
第
五
十
四
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
の

る
者
の
数
が
申
請
に
係
る
特
定
自
主
検
査
の
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
に

数
が
申
請
に
係
る
特
定
自
主
検
査
の
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な

必
要
な
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る

（
法
第
五
十
四
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
）

者
）

第
十
九
条
の
二
十
二

動
力
プ
レ
ス
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚

第
十
九
条
の
二
十
二

動
力
プ
レ
ス
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
の
厚
生
労
働

生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

当
す
る
者
と
す
る
。

者
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

令
第
十
三
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
以
下
「
フ
ォ

２

令
第
十
三
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
（
以
下
「
フ
オ

ー
ク
リ
フ
ト
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労

ー
ク
リ
フ
ト
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令

働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と

る
者
と
す
る
。

す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た

者
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の

者
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若

す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若

し
く
は
整
備
の
業
務
に
二
年
従
事
し
、
又
は
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
設
計

し
く
は
整
備
の
業
務
に
二
年
従
事
し
、
又
は
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
設
計

若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ロ

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
工
学

ロ

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
工
学

に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点

に
関
す
る
学
科
を
専
攻
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点

検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
四
年
以
上
従
事
し
、
又
は
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
四
年
以
上
従
事
し
、
又
は
フ
オ
ー
ク
リ
フ
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ト
の
設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
七
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す

ト
の
設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
七
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
も
の

る
も
の

ハ

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
七
年
以
上
従
事

ハ

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
点
検
若
し
く
は
整
備
の
業
務
に
七
年
以
上
従
事

し
、
又
は
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
十
年
以

し
、
又
は
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
設
計
若
し
く
は
工
作
の
業
務
に
十
年
以

上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二

（
略
）

二

（
略
）

３

前
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
（
令
別
表
第
七
に
掲
げ
る
建
設
機
械

３

前
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
（
令
別
表
第
七
に
掲
げ
る
建
設
機
械

で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
を
い
う
。

で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ

る
も
の
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資

る
も
の
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有

格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号

す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
中
「
フ

中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別

オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七

表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え

第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の

る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲

４

第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲

げ
る
も
の
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

げ
る
も
の
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を

資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
第

有
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
中
「

一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第

令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

七
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲

５

第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲

げ
る
も
の
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

げ
る
も
の
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を

資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
第

有
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
中
「

一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第

令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

七
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
五
号
に
掲

６

第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
五
号
に
掲

げ
る
も
の
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

げ
る
も
の
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を

資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
第

有
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
中
「

一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第

令
別
表
第
七
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

七
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

第
二
項
の
規
定
は
、
令
第
十
三
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
不
整
地

７

第
二
項
の
規
定
は
、
令
第
十
三
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
不
整
地

運
搬
車
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資

運
搬
車
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
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格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
第
一

す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
第
一
号
中
「

号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
第
十
三
条
第
三
項
第
三
十

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
第
十
三
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に

三
号
に
掲
げ
る
不
整
地
運
搬
車
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
不
整
地
運
搬
車
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８

第
二
項
の
規
定
は
、
令
第
十
三
条
第
三
項
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
作
業
床

８

第
二
項
の
規
定
は
、
令
第
十
三
条
第
三
項
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
作
業
床

の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
所
作
業
車
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
第

の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
所
作
業
車
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
四
の

一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の

合
に
お
い
て
、
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「

は
、
「
令
第
十
三
条
第
三
項
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
作
業
床
の
高
さ
が
二
メ

令
第
十
三
条
第
三
項
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
作
業
床
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル

ー
ト
ル
以
上
の
高
所
作
業
車
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

以
上
の
高
所
作
業
車
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
）

（
登
録
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二

第
十
九
条
の
二
十
二
の
登
録
は
、
次
の
表
の
上
欄

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二

第
十
九
条
の
二
十
二
の
登
録
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
登
録
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
に
応

に
掲
げ
る
登
録
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
研
修
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
検

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
研
修
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
検

査
業
者
検
査
員
研
修
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行

査
業
者
検
査
員
研
修
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行

う
。

う
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
九
条
の
二
十
二
第
二
項
第

第
十
九
条
の
二
十
二
第
二
項
第
一
号

第
十
九
条
の
二
十
二
第
二
項
第

第
十
九
条
の
二
十
二
第
二
項
第
一
号

一
号
の
登
録

の
研
修
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「

一
号
の
登
録

の
研
修
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
検
査
員
研
修
」
と

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
検
査
員
研
修
」
と

い
う
。
）

い
う
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
登
録
基
準
）

（
登
録
基
準
）

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
九
条
の
二
十
四
の

第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
九
条
の
二
十
四
の

二
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

二
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

検
査
業
者
検
査
員
研
修
の
講
師
が
、
次
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ

二

検
査
業
者
検
査
員
研
修
の
講
師
が
、
次
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ

と
。

と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）
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ロ

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
検
査
員
研
修
の
講
師
に
つ
い
て
は
、
イ
の
規
定
中

ロ

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
検
査
員
研
修
の
講
師
に
つ
い
て
は
、
イ
の
規
定
中

「
動
力
プ
レ
ス
」
と
あ
る
の
を
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
、
「
第
十
九

「
動
力
プ
レ
ス
」
と
あ
る
の
を
「
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
、
「
第
十
九

条
の
二
十
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
を
「
第
十
九
条
の
二
十
二
第
二
項
」

条
の
二
十
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
を
「
第
十
九
条
の
二
十
二
第
二
項
」

と
読
み
替
え
た
場
合
に
、
イ
中

か
ら

ま
で
（
前
号
イ
の
学
科
研
修

と
読
み
替
え
た
場
合
に
、
イ
中

か
ら

ま
で
（
前
号
イ
の
学
科
研
修

（1）

（4）

（1）

（4）

の
う
ち
関
係
法
令
に
係
る
も
の
の
講
師
に
つ
い
て
は
、

か
ら

ま
で

の
う
ち
関
係
法
令
に
係
る
も
の
の
講
師
に
つ
い
て
は
、

か
ら

ま
で

（1）

（5）

（1）

（5）

）
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

）
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ハ
～
チ

（
略
）

ハ
～
チ

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
登
録
の
更
新
に
係
る
準
用
）

（
登
録
の
更
新
に
係
る
準
用
）

第
二
十
二
条

前
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
七
条
第
五
項
の
登
録
の
更
新
に
つ

第
二
十
二
条

前
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
七
条
第
四
項
の
登
録
の
更
新
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

い
て
準
用
す
る
。

（
計
画
の
記
載
事
項
）

（
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
十
三
条
の
五

法
第
七
十
七
条
第
七
項
の
技
能
講
習
又
は
教
習
の
実
施
に

第
二
十
三
条
の
五

法
第
七
十
七
条
第
六
項
の
技
能
講
習
又
は
教
習
の
実
施
に

関
す
る
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
す
る
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
二
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
附
則
第
四
条
の
見
出
し

中
「
労
働
者
」
を
「
も
の
」
に
改
め
る
。


